
不祥事根絶に向けた取組について 

   水戸市立見川中学校 

 

 生徒、保護者、地域から信頼される学校の実現のために  

 

１ 法令遵守の行動実践 

 ① 服務義務・校務員倫理の徹底 

 ② 子どもの人権の尊重 

 ③ 職場におけるハラスメントの根絶 

 ④ 情報管理・公金管理の徹底 

 ⑤ 法令を遵守した適正な職務の遂行 

 ⑥ 交通法規の遵守 

 

２ 不祥事根絶のために ～ 学校の取組 ～ 

 ○当事者意識の高揚 

  未然防止に向けた計画的・実践的な研修の実施 

  ・県からの通知や「One Ibaraki」の活用 

  ・実際の事案を活用した事例検討 

 

 ○風通しの良い職場づくり 

  いつでも相談できる体制や雰囲気づくり 

  ・教員評価や個別面談を通したコンプライアンス意識の醸成と確認 

 

 ○違和感の共有 

  チェックシート等を活用した自己点検、相互点検の実施 

 

 ○「たいせつです」運動の推進 

 た ・・・体罰しません 

 い ・・・飲酒運転しません 

 せ ・・・セクハラ、パワハラ、わいせつしません 

 つ ・・・使い込みしません 

 で ・・・データ漏洩しません 

 す ・・・スピードの出し過ぎ、交通違反しません 

 

 ※職員室、更衣室に掲示して意識化する。 


